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全国BWA事業者が単独でサービス提供するビジネスモデルは終焉を迎えつつある

全国BWA資本規制：制度背景の理解

スマートフォンの普及による携帯電話自身での高速データ通信提供により、

携帯電話・全国BWAの利用実態は当初の想定から大きく変化
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制度の狙い

全国BWA資本規制

第三世代移動通信事業者及びそのグループ会社以外の者に割り当て（ただし3分の1以下の出資は許容）

技術間競争及び新規参入の促進により、新たな無線サービスの展開と市場の活性化を図ること
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同一端末での両通信利用が中心となった

我が国における
スマートフォン

転換期

全国BWA事業者に出資する携帯電話事業者は当該帯域の電波利用連携を進め、
自社NWキャパシティを補完する目的での利用が常態化
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全国BWA資本規制：全国BWAの周波数利用状況

利用状況調査によれば、UQの自社利用割合は1.00%、WCPの自社利用割合は0.00%

親会社である携帯電話事業者の利用割合はUQで95.00%、WCPで99.94%

トラヒックが多く、実質携帯電話用メイン周波数として流用されることは問題

全国BWA事業者の親会社である携帯電話事業者だけが周波数を実質的に独占利用出来ている現状は、
特定携帯電話事業者のみが競争上の優位を獲得しており、携帯電話市場における事業者間競争にも影響

『令和7年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の調査結果について』を基に作成（KDDI社の1.7GH帯および2.3GHz帯のトラヒックは基地局数案分で概算）  https://www.soumu.go.jp/main_content/001049833.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_content/001049833.pdf
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全国BWA資本規制：当該周波数帯の活用に関する意見

全国BWA資本規制の緩和は現状の問題を助長するため反対

当初目的から乖離がある現状においても見直しを行い、

再割当てもしくはシェアリングにより公平・能率的な電波の活用を図るべき

電波法 第一条（目的）

「この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする」

✓ 全国BWA資本規制の緩和には反対
• グループ会社への出資によって、特定基地局開設料を
払わずに周波数帯を実質的に獲得してしまっている
ことは電波法の目的である電波の公平な利用に反して
いる

資本規制の緩和に関する意見 当該周波数帯において講ずべき施策

✓今回の資本規制の緩和に関わらず、現状においても、全国BWA帯域が
親会社である携帯電話事業者のメインバンドとして実質的に流用され、
特定携帯電話事業者のみが競争上の優位を獲得できている点は問題

✓問題を解消し、より公平・能率的な電波の活用を図るために、再割当て
の検討や、他事業者も親会社同様に利用可能となるような公平な条件で
の接続・共用・卸提供・ローミング等に係る制度を整備すべき
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